
令和５年度宮崎県介護ロボット導入支援事業実施要領 

  

宮崎県介護ロボット導入支援事業（以下「事業」という）を以下のとおり実施する。  

  

１ 事業の目的  

介護現場において、介護ロボットの導入は、介護従事者の身体的負担軽減や介護業

務の効率化を可能とするものであり、介護従事者が継続して就労するための環境整備に

有効である。  

このことから、介護保険施設・事業所における介護ロボットの導入に要する経費に

ついて補助を行う。  

  

２ 事業概要  

宮崎県内の介護保険施設・事業所における介護ロボットの導入に要する経費の一部

を補助する。  

 

（１）補助対象事業者  

宮崎県内にある介護保険施設・事業所  

ただし、以下の対象サービス事業所は補助の対象外とする。 

① 居宅サービス事業のうち、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販

売 

② 介護予防サービスのうち、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与、

介護予防特定福祉用具販売 

 

（２）補助対象機器 

次の①から③のすべての要件を満たす介護ロボットであること。  

 

① （ⅰ）移乗介護、（ⅱ）移動支援、（ⅲ）排泄支援、（ⅳ）見守り・コミュニケーション、（ⅴ）入浴支援、

（ⅵ）介護業務支援のいずれかの場面において使用され、介護従事者の負担軽減効果があること。  

② 次のいずれかの要件を満たす介護ロボットであること。 

・ロボット技術（※）を活用して、従来の機器ではできなかった優位性を発揮する介護ロボット 

※センサー等により外界や自己の状況を認識し、これらによって得られた情報を解析し、その結果に

応じた動作を行う介護ロボット 

・経済産業省が行う「ロボット介護機器開発・導入促進事業」（平成２５年度～平成２９年度）、「ロボット

介護機器開発・標準化事業」（平成３０年度～令和２年度）、「ロボット介護機器開発等推進事業（開発

補助）」（令和３年度～）において採択された介護ロボット（「重要分野６分野１３項目の対象機器・シス

テムの開発」に限る。） 

③ 販売価格が公表されており、一般に購入できる状態にあること。 

 



（３）補助対象経費  

介護ロボット導入支援事業 

     補助対象事業者が介護ロボットの購入に要する経費（導入する際の必要な諸経費を

含む）とする。 

ただし、次に掲げる費用は補助の対象外とする。 

ア 消費税及び地方消費税 

イ 機器のメンテナンス費用 

ウ パソコン、タブレット、スマートフォン等の通信機器費用又はインターネッ

ト回線使用料等の通信費 

エ その他、本事業として適当とは認められない費用 

※ 交付決定前に購入した機器については補助の対象外。 

 

  見守り機器の導入に伴う通信環境整備に係る経費 

  ① Wi-Fi環境を整備するために必要な経費 

（配線工事（Wi-Fi環境整備のために必要な有線ＬＡＮの設備工事も含む）、モデ

ム・ルーター、アクセスポイント、システム管理サーバー、ネットワーク構築

等）（以下「Wi-Fi工事」という。） 

② インカム 

Wi-Fi非対応型のインカムを含み、必要な諸経費を含む。 

③ 介護ロボット機器を用いて得られる情報を介護記録にシステム連動させるため

に必要な経費 

（介護ロボット機器を用いて得られる情報とシステム連動可能な介護記録ソフト

ウェア（既存の介護記録ソフトウェアの改修経費も含む）、バイタル測定が可能な

ウェアラブル端末、介護ロボットを用いて得られる情報とソフトウェア間を接続す

るためのゲートウェイ装置等。）（以下「システム連動経費」という。） 

ただし、次に掲げる費用は補助の対象外とする。 

ア 消費税及び地方消費税 

イ 機器のメンテナンス費用 

ウ インターネット回線使用料等の通信費 

エ パソコン、タブレット、スマートフォン等の購入費用 

オ その他、本事業として適当とは認められない費用 

※ 交付決定前に購入した機器又は着工した工事については補助の対象外。 

※ １事業所につき１回の補助とする。（過去に事業所において、「見守り機器の

導入に伴う通信環境整備に係る経費」の補助を受けている場合は原則補助対象

外。） 



※ 既に見守り機器を導入している場合において、見守り機器を効果的に活用す

るために必要な通信環境の整備を行う場合も対象とする。 

 

（４）補助金の交付額等  

① 補助額  

補助対象経費の１／２以内（補助額上限：１台あたり３０万円。ただし、移

乗支援及び入浴支援の機器は、１台にあたり１００万円）。 

 ② 補助対象の限度台数  

必要台数（同一機器で定員を超える台数は不可とする。） 

 

（５）事業規模  

予算額の範囲内とする（令和５年度予算：１３，５００万円 ）。 

 

（６）選定方法    

申請額が予算額を超える場合は、次のとおりの優先採択事項を考慮し採択すること

とする。  

   ○  導入効果の高い事業所を優先 

・ 施設系サービス（※）の事業所 

※ 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設 

○  補助実績がない又は少ない事業所を優先 

・ 過去の補助実績、採択状況 

   ・ 同一法人内の補助実績、応募状況 

※ 申請額が予算額を超える場合は、補助額や補助対象機器台数を調整し、減額

する場合がある。 

 

 （７）導入効果報告  

本事業により補助金を利用した事業者は、導入後３年間、導入効果について、「導

入効果報告書」（様式第６号）により、４月末日までに報告しなければならない。 

（例）令和５年１２月に導入した場合 

  令和７年４月、令和８年４月、令和９年４月までにそれぞれ報告 

 

 

 

 

 

 



３ 申請手続き等  

（１）提出資料 

 提 出 資 料 データ形式 

① 

補助金等交付申請書（別紙１） 

エクセル 

ファイル 

導入計画書（様式第１号） 

申請額算出内訳書（様式第２号） 

収支予算書（様式第３号） 

個人住民税の特別徴収実施確認・開始誓約書（様

式第４号） 

誓約書（様式第５号） 

② 
納税証明書（県税に未納がないことの証明）の写し 

※ 申請日から３か月以内のもの 

ＰＤＦ 

ファイル 

③ 
個人住民税の領収証書の写し 

 ※ 申請日から６か月以内のものを１月分添付 

④ 見積書等 

⑤ 
購入予定機器及びシステム連動経費に係るカタロ

グ、パンフレット等 

⑥ 
Wi-Fi工事に関する図面 

【該当がある場合のみ】 

 

※ 上記の提出書類のほか、必要に応じて追加資料の提出を求める場合がある。  

 

（２）提出方法  

電子申請システムにより提出すること。 

 

   電子申請システムには、以下のＵＲＬからログインできます。 

    【電子申請システムＵＲＬ】  

https://shinsei.pref.miyazaki.lg.jp/FIyI1l5Q 

 

 

 

 

 

 



４ 令和５年度募集スケジュール 

（※スケジュールについては変更になる場合があります。）  

 
 

６月８日（木） 募集開始（導入計画書等の提出）（事業者→県） 

         ※ 先着順ではありません。 

 

―――――― 募集締切 令和５年７月７日（金）必着 ――――――― 

 

８月中旬頃  県による審査、選定、採択 

           

９月中旬頃  交付決定（県→事業者） 

 

―――――――― 交付決定後事業着手（購入・工事）――――――――― 

 

納品又は工事完了 

→実績報告（納品又は工事完了から３０日以内） 

→補助金交付 

 

――――――――― 令和６年３月３１日までに納品 ――――――――― 

 

令和７年４月３０日まで 

令和８年４月３０日まで    導入効果報告（事業者→県） 

令和９年４月３０日まで  


